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令和 4年度 第 2回理事会議事録 

 

公益社団法人日本ホッケー協会 

 

１． 日   時  令和 4年 5月 25 日（水） 19：30 開始 

 

２． 場   所  Zoom による Web 会議 

 

３． 出 席 者  理事 23 名中、理事 21 名 監事 1名 

 

（理事）中曽根 弘文、内藤 貴詞、中村 康夫、寺本 祐治、安西 浩哉、

瀧上 正志、平尾 豊、宮野 正喜、井上 雄介、千野 雅人、石川 伸男、

宮田 知、中村 真理、濱田 清二、今庄 充世、馬場 治男、渡辺 健一、

矢野 茂樹、埴岡 隆、大久保 文義、奥田 竜子 

（監事）田中 誠 

 

４．開会宣言 

定刻、坂本事務局長が開会を宣言した。 

 

５．開会のご挨拶（中曽根会長） 

 

６．定足数の発表   

（１）坂本事務局長が理事 23 名の内 21 名出席しているので本理事会は定

款第 39 条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告

げた。 

 

（２）定款第 38 条に基づき中曽根弘文会長が議長に選出された。 

 

（３）Zoom 会議により出席者の音声が即時に伝わり、一堂に会するのと同等に

適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認された。そ

の後、議案の審議に入った。 
 
 
７．審議事項 

① 第一号議案 令和 3年度決算について 
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井上理事が、令和 3年度決算について「令和 3年度収支報告書（説明

用資料）をもとに説明した。 

議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。 

 

② 第二号議案 定款改正および新組織図について 

 

坂本事務局長から定款改正について以下の内容について説明した。 

・第 5章 役員（役員の設置）第 24 条（1） 

・第 9章 委員会（各種委員会）第 53 条 

・第 10章 事務局（設置等）第 54 条 

・第 11章 本部および部 第 55 条 

 議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。 

 

続いて瀧上常務理事から、新組織図について「ＪＨＡ新組織図

（案）」資料をもとに説明を行った。強化育成本部の内容について各

理事より詳細の確認があった。瀧上常務理事・石川理事より説明を行

った。議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。 

  

③ 第三号議案 令和 4年度定時総会の招集について 

 

坂本事務局長から「令和 4年度定時総会招集ご通知」資料を使用し開

催について説明した。議長が承認を求めたところ、異議無く承認され

た。 

 

④ 第四号議案 令和 4年度理事候補者選考について 

 

中曽根会長から「令和 4/5 年度 ＪＨＡ理事候補者役員選考委員会選

考結果」資料にて報告を行った。議長が承認を求めたところ、異議無

く承認された。 

 

⑤ 第五号議案 名誉会長の選任について 

中村専務理事から、吉田名誉会長を引き続き選任の旨の報告があり、

議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。 

    

⑥ 第六号議案 顧問の選任について 

中村専務理事から、中曽根顧問、佐藤正久顧問の選任の旨の報告があ

り、議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。 
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⑦ 第七号議案 公認スポーツ指導者義務違反の改定について 

寺本理事から「公認スポーツ指導者資格の義務付け」資料を使用し説

明。議長が承認を求めたところ、異議無く承認された。 

 

⑧ 第八号議案 アスリート委員会規定 

奥田理事から「公益社団法人日本ホッケー協会アスリート委員会規

程」資料を使用し説明。議長が承認を求めたところ、異議無く承認さ

れた。 

 

  ８．報告事項 

 

① 男子日本代表サムライジャパンの状況について 

 宮田理事から 5 月に行われた「アジアカップ」について報告された。 

 

②女子日本代表さくらジャパンの状況について 

    平尾常務理事から 5 月末の「岡山アイルランド招聘」、6月からの「ア

イルランド遠征」、「ワールドカップ」予定について報告された。 

 

③インドアホッケーフェスティバルについて 

     渡辺理事から 5 月に行われた「インドアホッケーフェスティバル」につ

いて報告された。 

 

④令和 4年度日本スポーツ振興センター助成事業について 

 井上理事から「令和 4年度日本スポーツ振興センター補助金申請一覧」

資料をもとに本年度の予定を報告された。 

 

⑤チャビ・アルナウ前女子ＨＣについて 

 坂本事務局長から、チャビ・アルナウ前女子ＨＣのアドバイザリー契約

に関わる支払いについて報告がされた。 

 本件について、みなと会計事務所とも確認を行った上で、令和 3年度の

会計処理となったことが報告された。 

 

⑥倫理委員会の案件について 

瀧上常務理事から東京 2020 大会に向けた女子代表チームにかかる「強

化合宿中」、および、「東京 2020 大会期間中」の倫理規定違反について報
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告された。倫理委員会を開催し、第三者委員会である調査部を設置。事実

関係の確認を行い、処分内容を決定した。日本スポーツ協会では倫理規定

が改訂されており、日本ホッケー協会倫理規定における処分の名称が異な

っているため、倫理委員会での規定見直しをした上で、再度理事会での協

議としたいと報告があった。 

 

 

以上をもってすべての議事の審議を終了し、議長は 21 時 50 分、閉会を宣言し

た。 

 


